
長野県下伊那郡松川町議会 

 

１ 政策づくりと監視機能を十分発揮している議会 

 議会基本条例において、議会審議における論点情報の形成として、「議会は、

町長が提案する重要な政策※について、その政策水準を高めることに資するた

め、町長に対し、 

(１) 政策の発生源  

(２) 提案に至るまでの経緯  

(３) 他の自治体の類似する政策との比較検討  

(４) 町民参加の実施の有無とその内容  

(５) 総合計画との整合性  

(６) 財源措置  

(７) 将来にわたるコスト計算  

(８) その他議会が必要と判断する情報について明らかにするよう求めるもの

としている。 

※(1)まちづくりの基本方針や分野別の計画及び施策事業  

(2)町民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画及び施策事業 

 

 また、同条例において、議会は、町政に関する重要な政策及び課題に対して、

共通認識及び合意形成を図り、もって政策立案及び政策提言を推進するため、

政策討論会を開催することを規定し、町長に対し政策提言の取組を推進してい

る。 

 具体的には、議会報告会を開催し、地域の課題に関する事項など報告会にお

いて得た住民の声を、担当する常任委員会で審議の上、必要に応じて政策討論

会に諮り、さらに町民との意見交換会を実施したうえで町政への提言を行おう

とするものである。 

 試行的な取り組みとして、昨年度議会報告会のまとめとして、町政への提言

を実施したところである。また、本年度からは具体的な政策討論会の実施に向

け、議会報告会を実施する予定としている。 

 

２ 住民に開かれた議会 

 平成 22年度より町内各地区において議会報告会を開催している。報告会では、

（1）議会活動状況の報告  

（2）予算決算の審議状況の報告  

（3）その他重要と思われる事項の報告  



（4）前 3号に関する質疑応答  

（5）地域の課題に関する事項の意見交換に関する事項について意見交換などを

行っている。 

 議会報告会の運営は、全議員が班編成により自主的に運営され、これまでに 8

回実施している。 

 本会議、委員会とも原則として全て公開され、会議録なども HP に公開されて

いる。 

 特に、本会議は、CATV（㈱チャンネル・ユー）の生放送及び録画放送が行わ

れ、音声告知放送などの事前告知を行い、数多くの住民が自宅の TV で視聴され

ている状況である。 

 


